
第７回 宅地開発における無電柱化の実効性ある推進方策検討会

日時：令和７年11月26日（水）16時00分～
場所：オンライン会議

次 第

１ 開 会

２ 報 告
・「（仮称）東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例の基本的な考え方」に

対するパブリックコメント実施結果について

３ 議 事

 ・パブリックコメント結果を踏まえた「宅地開発における無電柱化の実効性ある推進方策」の
今後の展開

 ・宅地開発無電柱化のコスト縮減の取組

４ 閉 会
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パブリックコメント実施結果について



条例の基本的な考え方のパブコメ結果（1）
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条例の基本的な考え方のパブコメ結果（2）
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条例の基本的な考え方のパブコメ結果（3）
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条例の基本的な考え方のパブコメ結果（4）
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条例の基本的な考え方のパブコメ結果（5）
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条例の基本的な考え方のパブコメ結果（6）
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議事(1) 規制とあわせて行う施策の方向性



令和 5 年12月28日
都   市   整   備   局

○対象事業
・都内で開発許可により新たに道路を築造する
宅地開発

○対象費用
・設計費、工事費

○補助割合等
・右図のとおり

○事業期間
・前身となる制度を含め、令和２年度より実施中

○実績（申請ベース）
・R4年度：  5件
・R5年度：10件
・R6年度：18件 補助割合、限度額

■事業概要

宅地開発により新たに築造される道路の電線類を地中化した場合に、要する費用の一部について助成

■事業の内容

都の支援策① 補助金
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国費2/5

都費2/5

事業主1/5

国費1/3

都費1/3

事業主1/3
補
助
対
象
（
総
事
業
費
）

2,000万円まで 6,000万円まで

【3,000㎡未満】 【3,000㎡以上】

前回資料再掲



令和 5 年12月28日
都   市   整   備   局

○支援内容
・開発道路の無電柱化を行う場合の配線計画案作成、想定事業スケジュールの作成、
概算事業費の算定、その他宅地開発無電柱化に関する個別相談対応

○対象者
・開発事業者及び開発事業者から設計を依頼された設計会社

○対象要件
・宅地開発無電柱化推進事業に準じる

○その他
・（公財）東京都都市づくり公社を窓口とする

■事業概要

相談窓口を設置し、配線計画や事業スケジュール等の資料作成支援を行い、設計の担い手確保、育成

■事業の内容

都の支援策②  無電柱化ノウハウの提供
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無電柱化を実施する際のノウハウをまとめた「宅地開発無電柱化 HAND BOOK」も作成
https://www.toshizukuri.or.jp/business/shigaichi/documents/HandBook.pdf

前回資料再掲

https://www.toshizukuri.or.jp/business/shigaichi/documents/HandBook.pdf
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開発事業者及び設計会社へのノウハウ提供の取組

• 現在公表しているハンドブックでは、開発事業者及び設計会社
向けに、宅地開発で無電柱化する場合の手続のフローや関係管
理者（電線管理者、道路管理者）との協議事項を取りまとめて
いる。

➢ 今年度は、ハンドブックの内容拡充に向けて調整中
    →費用負担の構成、関係者（造成会社、建築会社）との調整事

項、無電柱化事例の紹介 など

➢ 来年度は、開発事業者や設計会社向けに講習会（無料相談窓口
で支援している内容）の開催を検討



令和 5 年12月28日
都   市   整   備   局

○制度概要
・認定事業者を都のHPで紹介、
各取組事例の周知等による普及啓発

・認定ロゴマーク（登録番号入り）を
付与し、企業のイメージアップに寄与

○認定要件
・都内での無電柱化の施工が確認された者
・認定規定の内容について同意した者

■事業概要

・宅地開発無電柱化に取り組む事業者を増やしながら広く普及させることを目的として、
無電柱化を推進する事業者を都が認定する制度を令和6年度に創設

・令和6年度は、７事業者を認定済み

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/jyutaku/kaihatsu/kaihatsu13-2

■事業の内容

都の支援策③  認定・表彰制度の創設

【認定ロゴマーク】
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認定番号 事業者名

No.0001 興和地所株式会社

No.0002 積水ハウス株式会社

No.0003 株式会社フォーユー

No.0004 野村不動産株式会社

No.0005 株式会社アルコ

No.0006 トヨタホーム株式会社

No.0007 三井不動産レジデンシャル株式会社

東京都宅地開発無電柱化推進事業者
（令和6年度認定事業者）

前回資料再掲

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/jyutaku/kaihatsu/kaihatsu13-2
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/jyutaku/kaihatsu/kaihatsu13-2
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/jyutaku/kaihatsu/kaihatsu13-2


認定事業者の取組（1）

■HPにロゴマークを使用
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（野村不動産株式会社）

（興和地所株式会社）
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認定事業者の取組（2）

■施工現場に無電柱化PR看板を設置

（株式会社フォーユー）
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日時 場所 名称 内容

令和7年11月30日（日曜日）
13時から17時頃まで

①そなエリア東京（東京臨海広域
防災公園内 防災体験学習施設）
②無電柱化を実施した都内の住宅
地（都内現場１箇所）

見学会

・防災体験学習施設の見学
・無電柱化に係る取組み紹介
・VRによる震災時の体験
・認定事業者の現場視察

令和８年１月14日（水曜日）
17時から18時頃まで

※都市の事前復興シンポジウムと共同開催

都庁第一本庁舎５階 大会議場
（Web配信併用）

事業者表彰式・
参加賞贈呈式

・優れた取組を行った事業者へ表
彰状交付

・見学会参加の小中学生へ参加賞
贈呈

・事業者の取組紹介及び小中学生
の代表者による見学会のレポー
ト発表

事業者を表彰するイベント開催

➢ 優れた取組を行った事業者を表彰するイベントを開催し、企業のイメージアップに寄与する
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議事(2) 規制区域の拡大の進め方
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規制区域の考え方（条例の基本的な考え方より抜粋）



令和 5 年12月28日
都   市   整   備   局
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都市計画法に基づく開発許可

注１）八王子市は、中核市として開発許可権限を有している
注２）都は、23区及び町田市に開発許可権限を委譲している

前回資料再掲
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議事(3) 宅地開発無電柱化のコスト縮減の取組
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開発区域

既存道路
開発区域内

既存電力柱

既存通信柱

【配線計画図の例】

宅地開発無電柱化事業の特色

• 開発区域内は、開発事業者から工事を受託した工事会社が施工（電気、通信を同時に施行可）※単独地中化は除く

• 開発区域外（既存道路）は、開発事業者が費用負担した上で電線管理者が施工（電気、通信は別施行）

• 開発区域内は、未供用の囲われた敷地内での施行となるため、一般的な道路の無電柱化とは施行条件が異なる

→  このため、主に開発区域内における低コスト化を検討
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低コスト化手法の一覧

No. 低コスト化手法

① 管路直接埋設構造（埋設深さの基準緩和）

② 小型ボックス構造

③ ケーブル直接埋設構造

④ 迂回配線

⑤ 低コスト管（ECVP・FEP 管）

⑥ 水道等との同時施工

⑦ 既存ストック活用

⑧ 特殊部の共有化

⑨ 特殊部及び分岐桝のコンパクト化

⑩-1 土地利用計画時の工夫（宅地桝の活用)

⑩-2 土地利用計画時の工夫（地上機器の配置の工夫）

⑪ 常設作業帯による施工の効率化

⑫ 無電柱化事業におけるトレンチャーの活用

⑬ 地中探査技術の活用

国土交通省が策定している「開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン【Ver.1.2】」で紹介している低コスト化手法は下記の通り
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（参考）低コスト化手法の概要（1）

出典：「開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン【Ver.1.2】」（ 国土交通省 都市局）
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（参考）低コスト化手法の概要（2）

出典：「開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン【Ver.1.2】」（ 国土交通省 都市局）
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（参考）低コスト化手法の概要（3）

出典：「開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン【Ver.1.2】」（ 国土交通省 都市局）
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（参考）低コスト化手法の概要（4）

出典：「開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン【Ver.1.2】」（ 国土交通省 都市局）
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（参考）低コスト化手法の概要（5）

出典：「開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン【Ver.1.2】」（ 国土交通省 都市局）

【東京都追加】

補助事例で使用実績がある「通信接続桝」、「ハンドホール」、
「宅地桝」もコンパクト化により低コスト化を図っていく。
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（参考）低コスト化手法の概要（6）

出典：「開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン【Ver.1.2】」（ 国土交通省 都市局）
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（参考）低コスト化手法の概要（7）

出典：「開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン【Ver.1.2】」（ 国土交通省 都市局）
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補助事例における低コスト化手法の適用有無

➢ 補助事例において採用された実績がある低コスト化手法は下記のとおり
➢ 更なる低コスト化手法の活用に向けて検討を進める

No. 低コスト化手法 適用有無 備考

① 管路直接埋設構造（埋設深さの基準緩和） ×

「開発事業における無電柱化推進の
ためのガイドライン【Ver.1.2】」
（国土交通省 都市局）

※通信接続桝、ハンドホール、宅地桝含む

② 小型ボックス構造 ×

③ ケーブル直接埋設構造 ×

④ 迂回配線 補助対象外

⑤ 低コスト管（ECVP・FEP 管） ○

⑥ 水道等との同時施工 △（確認中）

⑦ 既存ストック活用 対象無

⑧ 特殊部の共有化 ○

⑨ 特殊部及び分岐桝等※のコンパクト化 ○

⑩-1 土地利用計画時の工夫（宅地桝の活用) ○

⑩-2 土地利用計画時の工夫（地上機器の配置の工夫） ○

⑪ 常設作業帯による施工の効率化 ×

⑫ 無電柱化事業におけるトレンチャーの活用 ×

⑬ 地中探査技術の活用 ×
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（参考）国土交通省の低コスト化に関する取組

出典：令和7年度 第3回 無電柱化推進のあり方検討委員会
面整備における無電柱化の推進について（国土交通省 都市局）
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